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生活の営みに係る見方・考え方を働かせ，衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して，
生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

家庭科の目標

(1)家族や家庭，衣食住，消費や環境などについて，日常生活に必要な基礎的な理解を
図るとともに，それらに係る技能を身に付けるようにする

「知識及び技能」

(2) 日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し，様々な解決方法を考え，実践を評
価・改善し，考えたことを表現するなど，課題を解決する力を養う。

「思考力，判断力，表現力等」
(3) 家庭生活を大切にする心情を育み，家族や地域の人々との
関わりを考え，家族の一員として，生活をよりよくしようと工夫
する実践的な態度を養う。

「学びに向かう力，人間性等」

１ 目標の改善



「生活の営みに係る見方・考え方」
家族や家庭，衣食住，消費や環境などに係る生活事象を，
協力・協働，健康・快適・安全，生活文化の継承・創造，
持続可能な社会の構築等の視点で捉え，
よりよい生活を営むために工夫すること。

「協力・協働」→「家族や地域の人々との協力」
「生活文化の継承・創造」→「生活文化の大切さに気付く

こと」

小学校における視点

１ 目標の改善



家庭科の内容構成

Ａ 家族・家庭生活

Ｂ 衣食住の生活

Ｃ 消費生活・環境

Ａ家庭生活と家族

Ｂ日常の食事と調理の基礎
Ｃ快適な衣服と住まい

新（平成２９年告示）旧（平成２０年告示）

小学校・中学校ともに，三つの内容とし
系統性の明確化を図る

Ｄ身近な消費生活と環境

２ 内容の改善



アとイの二つの指導事項で構成
ア 「知識及び技能」の習得
イ 「思考力・判断力・表現力等」の育成

次の（1）から（4）までの項目について，課題をもって，
家族や地域の人々と協力し，よりよい家庭生活に向けて考
え，工夫する活動を通して，次の事項を身に付けることが
できるよう指導する。

Ａ家族・家庭生活

各内容の各項目で育成する資質・能力の明確化
２ 内容の改善



家庭科の学習過程の参考例

生活の
課題発見

解決方法の
検討と計画

課題解決に向け
た実践活動

実践活動の評
価・改善

既習の知識及び技
能や生活経験を基
に生活を見つめ，
生活の中から問題
を見出し，解決す
べき課題を設定す
る

生活に関わる
知識及び技能
を習得し，解
決方法を検討
する

解決の見
通しをも
ち，計画
を立てる

生活に関わる知識及び技
能を活用して，調理・製
作等の実習や，調査，交
流活動などを行う

実践し
た結果
を評価
する

結果を
発表し，
改善策
を検討
する

家庭・地域
での実践
改善策を
家庭・地域で
実践する

＊上記に示す各学習過程は例示であり，上例に限定されるものではないこと

２ 内容の改善



「Ｂ 衣食住の生活」の内容の取扱い

調理及び製作の一部の題材の指定

（５）｢生活を豊かにするための布を用いた製作」

（２）「調理の基礎」のアの（ｴ）

日常生活で使用する物を入れる袋などの製作

ゆでる材料として青菜やじゃがいもなど

２ 内容の改善
知識及び技能の確実な定着を図るための内容の充実



（4） 家族・家庭生活についての課題と実践
ア 日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し，よりよい生活を考え，計画を立てて
実践できること。

「Ａ家族・家庭生活」の（2）「家庭生活と仕事」又は
（3）「家族や地域の人々との関わり」，「Ｂ衣食住の
生活」，「Ｃ消費生活・環境」で学習した内容との関連
を図り，課題を設定

Ａ(4)「家族・家庭生活についての課題と実践」の新設

２ 内容の改善
実生活で活用するための内容の充実



社会の変化に対応した各内容の見直し
「Ａ 家族・家庭生活」 少子高齢社会の進展への対応

幼児又は低学年の児童や高齢者など異なる世代の人々との関わり

栄養・献立，和食の基本となるだしの役割
季節に合わせた着方・住まい方 （日本の伝統的な生活）

「Ｂ 衣食住の生活」 食育の一層の推進，グローバル化への対応

買物の仕組みや消費者の役割
（自立した消費者の育成）

「Ｃ 消費生活・環境」 持続可能な社会の構築への対応

２ 内容の改善



「A 家族・家庭生活」
(1) 自分の成長と家族・家庭生活

(2) 家庭生活と仕事

(3) 家族や地域の人々との関わり

(4) 家族・家庭生活についての課題と実践【新設】

AからCまでの各内容の学習と関連，生活の営みに係る見方・考え方

幼児又は低学年の児童や高齢者など異なる世代の人々との関わり【新設】
他教科等における学習との関連

「B 衣食住の生活」と関連を図り，衣食住に関わる仕事を実践

実践的な活動を家庭や地域で行うことができるよう配慮
２学年間で一つ又は二つの課題を設定して履修

３ 指導計画の作成と内容の取扱い



(1) 食事の役割
(2) 調理の基礎

(3) 栄養を考えた食事

(4) 衣服の着用と手入れ
(5) 生活を豊かにするための布を用いた製作

(6) 快適な住まい方
日常生活で使用する物を入れる袋などの製作

献立を構成する要素（主食，主菜，副菜）

ゆでる材料（青菜やじゃがいもなど）
伝統的な日常食の米飯及びみそ汁の調理

（和食の基本となるだしの役割）

住まいの主な働き【新設】季節の変化に合わせた住まい方（音）
暑さ・寒さについては，日常着の快適な着方と関連

食
生
活

衣
生
活
住
生
活

日本の伝統的な
生活についても扱い，
生活文化に気付く

食育の充実：
第４学年までの食に関する学習との関連

「B 衣食住の生活」
３ 指導計画の作成と内容の取扱い



(1) 物や金銭の使い方と買物

(2) 環境に配慮した生活

買物の仕組みや消費者の役割（売買契約の基礎）【新設】

自分の生活と身近な環境との関わり，環境に配慮した物の使い方など
内容「B衣食住の生活」との関連を図り，実践的に学習

「C 消費生活・環境」

３ 指導計画の作成と内容の取扱い



４ 授業改善

① 題材などの内容や時間のまとまりを見通して，主体的・対話的で深い学びの
実現を図る。

② 調理や製作等の手順の根拠について考えたり，実践する喜びを味わったりす
るなどの実践的・体験的な活動の充実を図る。

③ 技能の習得状況に応じた少人数指導や教材・教具の工夫など
個に応じた指導の充実を図る。

④ 身に付けた知識及び技能などを日常生活に活用
できるよう，家庭や地域との連携を図る。



①移行措置の内容
・全部又は一部について新学習指導要領による教育課程を編成・実施することが
できる。（各学校の判断）

②指導計画作成上の留意点
・平成３１年度の第５学年については，全面実施に向けて
２学年間を見通した指導計画を作成する。

・「A 家族・家庭生活」の（1）ア：第5学年の最初に履修させるとともに，
「A 家族・家庭生活」，「B 衣食住の生活」，「C 消費生活・環境」
の学習と関連させるようにする。

③内容についての留意点
・新設の内容について教材を開発する。

５ 移行期間中の実践
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